
＜令和元年度決算額＞

　（ 歳 入 ）

　　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 122,527 千円

　（ 歳 出 ）

　　社会保障４経費その他社会保障施策に要する主な経費 1,316,143 千円

【 「社会保障４経費その他社会保障施策に要する主な経費」の内訳 】 （単位：千円）

国県
支出金

地方債 その他
地方消費税

（社会保障財源化分） その他

特別医療支給費 108,678 49,483 8,557 7,671 42,967

自立支援制度事業費 430,908 325,914 15,906 89,088

障害者医療助成事業 11,742 1,779 9,963

小　計 551,328 375,397 0 8,557 25,356 142,018

国民健康保険事業
（事務費・人件費繰出を除く）

120,585 69,927 7,674 42,984

後期高齢者医療事業
（事務費繰出・事務費負担等を除く）

286,911 40,205 37,374 209,332

介護保険事業
（事務費・人件費繰出を除く）

295,900 11,151 43,138 241,611

小　計 703,396 121,283 0 0 88,186 493,927

予防接種事業 45,732 1,605 6,685 37,442

母子保健事業費 15,687 503 2,300 12,884

小　計 61,419 2,108 0 0 8,985 50,326

1,316,143 498,788 0 8,557 122,527 686,271

「地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社
会保障施策に要する経費」

区分（事業名）
R1年度
決算額

財　源　内　訳

特定財源 一般財源

（注）「社会保障４経費」・・・制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に
対処するための施策に要する経費

※「社会福祉」・「社会保険」・「保健衛生」の「地方消費税交付金（社会保障財源化分）」は、各事業に要
する一般財源の比率に応じて按分している。

社
会
福
祉

社
会
保
険

保
健
衛
生

合　　計

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、社会保障４経費その他社会保障施策（社会福祉、社会
保険及び保健衛生に関する施策をいう。）に要する経費に充てるものとされている。


